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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２５年４月２５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 平成２４年７月２９日 １０時００分ごろ 

発生場所 千葉県銚子市犬吠埼東方沖 

 犬吠埼灯台から真方位０８９°４７５海里付近 

 （概位 北緯３５°３０′ 東経１５０°３５′） 

事故調査の経過  平成２４年７月３０日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 五五
ご ご

良
りょう

福
ふく

丸、１０１トン 

 ＭＺ１－３４５（漁船登録番号）、個人所有 

 ３５.４３ｍ×５.３８ｍ×２.３９ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、漁船法馬力数４６０、昭和６２年２月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６３歳 

 五級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 昭和５３年４月２１日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２１年１２月１８日 

  免状有効期間満了日 平成２６年１２月２７日 

機関長 男性 ６８歳 

 四級海技士（機関） 

  免 許 年 月 日 昭和４６年１２月１７日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２１年１２月１８日 

  免状有効期間満了日 平成２６年１２月２０日 

 死傷者等 重傷 １人（機関長） 

 損傷 なし 

 事故の経過  本船は、船長及び機関長ほか１７人が乗り組み、平成２４年７月２

８日早朝、犬吠埼東方沖の漁場に到着して操業を開始し、翌２９日０

９時３０分ごろ漁場移動中、機関長が船首倉庫内で漁獲物を保存する

ための清水を造る造水器（以下「本件造水器」という。）を始動し

た。 

 機関長は、本件造水器を始動後、モーターで駆動される海水ポンプ

の運転状態を点検したところ、Ｖベルトがスリップしているのを認

め、モーターを運転した状態でモーター側プーリーのＶベルトがかか
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る溝の錆
さび

を取る作業中、１０時００分ごろモーター側のプーリーとＶ

ベルトとの間に左手を挟み込んだ。 

機関長は、直ちに船首倉庫から出て乗組員に救助を求め、船長が海

上保安庁に救助を要請し、来援した海上保安庁のヘリコプターに乗せ

られて宮城県石巻市所在の病院へ搬送され、左第３中手骨骨折、左環

指基節骨及び中節骨骨折、左小指ＰＩＰ関節脱臼等で全治３～６か月

と診断された。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南、風力 ４、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 

 

 船首倉庫は、右舷後方に設けられたドアから入ることができ、倉庫

内には、作業用海水ポンプ及び本件造水器が置かれていた。 

 本件造水器は、海水入口フィルター、モーター、モーターからプー

リー及び３本のＶベルトを介して駆動される海水ポンプ、モジュール

などから構成されていた。 

 プーリーの直径は、モーター側が約１００mm、海水ポンプ側が約３

００mm であった。 

 機関長は、プーリーのＶベルト溝に錆が発生するとＶベルトがスリ

ップすることから、本件造水器を運転した状態でＶベルトの溝を紙ヤ

スリで抑えながら錆を落としたことが過去にもあり、この作業が危険

であることを承知しており、部下には行わせていなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

 本船は犬吠埼東方沖で漁場移動中、機関長が、本件造水器を運転し

た状態でプーリーのＶベルト溝の錆を落とす作業を行ったことから、

モーター側プーリーとＶベルトとの間に左手を挟み込まれたことによ

り左手を負傷したものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が犬吠埼東方沖で漁場移動中、機関長が、本件造水

器を運転した状態でプーリーのＶベルト溝の錆を落とす作業を行った

ため、モーター側プーリーとＶベルトとの間に左手を挟み込まれたこ

とにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・プーリーの錆を落とす作業を行う際は、本件造水器を停止した上

で作業を行うこと。 

 




